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図－１ 設計成果の不具合とその発生要因（受注者の認識）
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（キーワード） 詳細設計、品質確保、設計照査、設計成果の不具合

１．はじめに

平成17年4月に「公共工事の品質確保に関する法

律（品確法）」が施行され、公共工事の品質確保

に対する設計成果の重要性や影響力がますます高

まってきた。そこで、設計成果の品質確保に資す

る方策検討の基礎的状況把握のため、設計成果の

不具合に関する調査を実施し、具体的な発生要因

を分析した。

２．設計成果の不具合調査分析

平成22年度上半期に三者会議（発注者、設計者、

施工者の三者が設計思想の伝達及び情報共有を図

る会議）を実施した国交省発注の土木工事に関す

る詳細設計業務（870業務）を対象とし、受発注者

にアンケート調査を行った。調査は、構造物に影

響を及ぼす設計成果の不具合の有無、不具合発覚

時期、不具合の分類、要因等を主項目とした。

アンケート調査の結果、不具合（232業務、537

箇所）の発生要因については、受発注者ともに同

様の認識を持っていることが明らかとなった。こ

のため、受注者の回答（図-１）を例に、主要な不

具合の発生要因について述べる。

発生した不具合の内訳を見ると、「図面作成ミ

ス」が最も多く、その主な要因として「作業時の

不注意」が挙げられている。また、「照査期間・

照査体制の不足」を要因に挙げた回答も多く、受

注者の照査体制の充実や照査期間の確保に課題が

あることが伺われる。さらに、「現場条件の設定

ミス」の不具合も多く発生しており、「現地確認・

資料確認の不足」等が主な要因となっている。

３．設計成果の品質確保のための方策

「図面作成ミス」及び「現場条件の設定ミス」

で不具合全体の７割弱を占めており、前者に対し

ては、受注者による照査体制の充実と照査期間の

確保が求められる。また後者の対策として、地方

整備局では受発注者間のコミュニケーションの円

滑化及び現場条件の把握のための「合同現地踏査」

等を行っており、受注者からは、これにより設計

成果の品質向上が図られたとの意見もある。

国総研においても業務発注時に必要な設計条件

等を受注者へ確実に明示するためのチェックシー

トの作成及び試行等を行い、設計成果の品質向上

に寄与していきたいと考えている。

注）１箇所の不具合につき、

最大３件まで要因を複数回答
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（キーワード） 総価契約単価合意、変更協議円滑化、双務性  

 

１．はじめに 

土木工事において現場の条件変更等があった場

合には、契約書に基づき請負代金額の変更協議を

行うこととなっている。しかし発注者は、受注者

の技術的特性にかかわらず標準的な価格を算定す

るため、受発注者間で価格に対する認識が異なり、

変更協議に手間取る場合があった。 

近年、受注者の経営環境が厳しい中“変更協議

円滑化”の必要性が顕在化してきた。そのため国

土交通省においては、2010年4月1日以降に入札公

告を行う全ての土木工事等において、総価契約単

価合意方式（以下「本方式」と言う）を導入する

こととした。ここでは2010年度の本方式実施状況

やフォローアップ調査結果を報告する。 

 

２．2010年度の実施状況  

ユニットプライス型積算方式を除いた総価契約

単価合意方式の適用工事件数は5,248件であった。

うち細別（レベル４）毎の単価を合意する“単価

個別合意方式”が1,259件、一律に請負比率に発注

者積算単価を乗ずる“単価包括合意方式”が

3,989件であり、全体の76%が単価包括合意方式に

よるものであった。 

 

３．2010年度のフォローアップ調査結果 

 2010年度に本方式により実施した工事のうち、

408件について受発注者それぞれにアンケートを

実施した。 

単価合意結果については、「全て受注者の考え

ていた単価での合意だった」と「合意単価の概ね

70%以上で受注者が考えていた単価での合意だっ

た」が合わせて82%で、受注者は概ね当初考えてい

た単価で合意できていることが分かった（図１）。 

変更協議については、受注者の73%が「落札率に

よる一律圧縮ではなくなり、より実態にあった変

更契約に近づいた」等のメリットを感じているこ

とが分かった。 

単価包括合意方式選択理由については、「単価

包括合意方式の方が手間がかからず簡単だから」

が78%である一方、「単価個別合意方式がよく理解

できないから」が20%あり、非自発的に単価包括合

意方式を選択した受注者も少なからず見られた。 

25; 16%

103; 66%

22; 14%

5; 3% 1; 1% 全て受注者の考えていた単価での合意だった

合意単価全体の概ね70％以上で、受注者が考えて
いた単価での合意だった

合意単価全体の概ね30～70％程度で、受注者が考
えていた単価での合意だった

合意単価全体の概ね30％未満で、受注者が考えて
いた単価での合意だった

全ての発注者側の単価での合意だった

 

図１ 単価合意結果（個別合意、受注者） 

 

４．おわりに 

フォローアップ調査の結果から本方式が受注者

から高く評価されている一方、本方式への理解不

足からメリットを享受できていない受注者の存在

が明らかとなった。受注者向けの実務的なマニュ

アルを作成し説明会を開催するなど、制度普及に

向けた活動が必要である。また、「資料作成に時

間、手間を要する」などの意見に対し実施要領等

を改善し2011年10月１日から適用している。 

今後も本方式の課題把握に努め、実施要領の見

直しなど制度改善に努めて参りたい。 

 

http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/

soutan/index.htm 
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